
令和８年度 部活動のルール 

大阪市立大正中央中学校 

 

⚫ 学校の生徒心得を守る。（生徒手帳Ｐ６～を参照） 

⚫ 決められた服装・時間などを守って活動する。 

⚫ 生徒会活動・学年・学級活動を優先する。 

⚫ 朝練習をする場合は、８：００までに終了する。８：１５までには着替えて教室に入

るようにする。 

⚫ 自転車を利用しての登下校は禁止する。ただし、対外試合等の場合は顧問の許可のも

とに自転車の使用を認める。 

⚫ 更衣は原則として決められた更衣場所で行い、荷物は指定の場所に並べて整頓する。 

⚫ 貴重品がある場合は、顧問に預ける。 

⚫ 普段の学校生活と同様に、登下校中の買い食いなどはしてはならない。また、下校時

は寄り道、たむろをせず、すみやかに帰宅すること。 

⚫ 昼食が必要な場合 

・弁当を持参し、顧問に指定された場所で食べる。（ゴミはすべて持ち帰る） 

・開始時間等の関係で顧問に再登校を指示された場合は、一旦下校し、自宅で食事をと

ってから再登校する。（再登校時の服装は標準服、又は体操服・ユニホームとする） 

・登校中・登校後、学校から外に弁当等を買いに出ることは禁止する。 

⚫ 飲み物は、水筒を持参し中身はお茶・スポ－ツドリンクとする。ジュ－ス類・ビン、

カン類の持ち込みはしない。（休日については、顧問の先生の指示に従う） 

⚫ 祝日・休みの日・長期休業中の登校や平日の再登校は、標準服、又は体操服・ユニホ

ームとする 

⚫ 下校の服装は、標準服、又は体操服・ユニホームとする。寒い場合は、登校時に着用

するウインドブレーカーか部活の防寒着で対策し、標準服、又は体操服・ユニホーム

が混同しないようにする。 

⚫ 休日や校外の活動であっても同様に携帯電話、スマートフォンの使用は禁止とする。

対外試合や発表会等でも同様である。例外として、各部活動顧問の指示を守り、使用

を許可する場合もある。 

⚫ 部長会議を定期的に行い、ルールの確認・活動場所の清掃を行う。 

⚫ 公式戦や発表会などに生徒が応援に行くことは原則禁止とする。 


